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臨床研修目標の制定について

獣医師法の一部を改正する法律（平成４年法律第４５号）の施行に伴い、診療を業務

とする獣医師は、免許の取得後においても大学の獣医学に関する学部若しくは学科の附

属施設である飼育動物の診療施設又は農林水産大臣の指定する飼育動物の診療施設にお

いて臨床研修を行うよう努める旨の規定が追加されたところである。

今般、前記農林水産大臣の指定する飼育動物の診療施設（以下「指定診療施設」とい

う ）が平成５年１月２１日付け農林水産省告示第６４号において指定されたところであ。

るが、獣医師法第１６条の２の規定に基づく臨床研修の適切な実施を図るため、獣医事

審議会の検討結果を受け、臨床研修において修得する必要のある臨床技術の目標を臨床

研修目標として別添のとおり定めたので後了知されたい。



（別添）

臨床研修目標

１ 目的

臨床研修は、獣医師が、適切な指導体制のもとに、獣医学教育課程において修得し

た獣医学に関する知識、技能を臨床実務に応用できるものとして体系化し、獣医学の

進歩に対応して自ら診療能力を開発しうる基礎を養うとともに、獣医療に対する社会

的要請についての理解を深めること等により、臨床技術の向上を図ることを目的とす

る。

２ 一般目標

（１）獣医学教育課程において修得した獣医学に関する知識・技能を臨床実務に応用で

きるものとして体系化する。

（２）科学的思考力、応用力、判断力を身につける。

（３）暖かい人間性と広い社会性を身につける。

（４）臨床経験を通じ、総合的視野、想像力を身につけ、獣医師としての社会的責務を

果たす能力の向上を図る。

（５）飼育動物の飼養者の獣医療に対する要望並びに飼育動物に関する保健衛生及び公

衆衛生指導の対応を学ぶ。

（６）獣医療における経済性を学ぶ。

３ 研修内容

臨床研修においては、実際の臨床例の診療等を通じ、以下の項目を修得し、その体

系化を行うことを目標とする。

（１）基本的診察法

次の基本的診察法について主要な所見を正確に把握できることとすること。

①りん告（病歴、症状、経過等）の聴取法

②視診、打診、聴診等の診察法

（２）基本的検査法

次の基本的検査法について適応を決定するとともに必要に応じて自ら検査を実施

し、結果を解釈できることとすること。

①血液検査（血液一般検査、血液生化学的検査等）

②理学的検査（超音波検査、エックス線検査等）

③その他の検査（尿検査、ふん便検査、細菌検査等）

（３）基本的治療法

薬剤の処方、化学療法、輸液療法等の基本的治療法について、適応を決定し、実



施できることとすること。

（４）基本的手技

保定、注射法、滅菌消毒法、子宮洗浄、分娩介助法等の基本的手技について適応

を決定し、実施できることとすること。

（５）基本的外科手術

基本的外科手術（麻酔法等を含む ）について、適応を決定し、実施できることと。

すること。

（６）病理解剖

必要に応じて自ら実施し、結果を解釈できることとすること。

（７）診療計画・評価

必要な獣医療情報の収集、症例の検討により、総合的に問題を分析・判断し、評

価ができることとすること。

（８）文書記録

診療簿、検案簿等の文書を適切に作成し、管理できることとすること。

（９）保健衛生指導

飼料給与、消毒、ワクチンの選択、飼育に係る衛生管理の方法等について、適切

な指導方法が決定できることとすること。

（10）公衆衛生指導

動物用医薬品の畜水産物への残留、人と動物の共通感染症による人の健康危害等

の防止に関する公衆衛生上の指導が適切にできることとすること。

（11）飼育動物の飼養者との関係

。飼育動物の飼養者との良好な人間関係のもとで問題に対処できることとすること

（12）獣医療関係者との関係

獣医師、家畜人工授精師等の獣医療関係者と協調・協力し、的確に情報を交換し

問題に対処できることとすること。

（13）獣医療の社会・経済的側面

獣医療に関する法規、制度、地域の畜産事情、動物福祉、獣医療事故に対する対

応等を学び、獣医療の社会・経済的な側面に対応できることとすること。


